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１．利用申請に当たって 

 

１．１ 利用申請の対象 

今回の利用申請では、決済照合システムの全商品、決済照合システムへの接続方法変更及び

利用サービス区分を変更される方を対象としております。なお、弊社のシステムバージョン

としては「国債対応フェーズ」となります。 

 

１．２ 利用申請及び利用申請後のスケジュール 

利用申請期間は平成 17 年 3 月 28 日(月)から 4 月 15 日(金)までとなります。また、利用申

請を含めたその後のスケジュール（予定）は下記のとおりです。 

 

 時 期 備 考 

利用申請受付 3 月 28 日(月) ～ 4 月 15 日(金) 

※１ 

利用申請に必要な書類を提出していた

だきます。 

試験実施要領等説明会 5 月中旬 総合運転試験に当たっての注意事項等

のご説明を行います。 

接続･送受信確認試験 

※２ 

 

6 月 16 日(木)、17 日(金) 

※３ 

選択した接続方式により本システムと

接続が行えること、規定データフォーマ

ットで本システムと送受信が行えるこ

とを確認していただきます。 

決済照合システム業務確

認試験 1 

※２ 

 

6 月 23 日(木) ～ 24 日(金) 

※４ 

本システムが準備する試験パターンに

基づき、ダミーの取引相手先との間で、

ダミーの業務データを利用して、本シス

テムと利用者システムとの業務連動機

能を確認していただきます。 

DVP 業務確認試験 

※２ 

6 月 30 日(木) ～ 7 月 1 日(金) 

※５ 

一般振替DVP制度への参加を希望する申

請者に対し、本システムが準備する試験

パターンに基づき、ダミーの取引相手先

との間で、ダミーの業務データを利用し

て、本システムと利用者システムとの業

務連動機能、本システムから振替システ

ムへの連動機能を確認していただきま

す。 

業務確認試験 2 

※２ 

7 月 16 日(土)、23 日(土) 

※６ 

過去における実際の取引、又は架空の取

引をもとに作成したデータを用いて、利

用者間で業務との連動性を確認してい

ただきます。 

本番接続確認試験 

※７ 

7 月 30 日(土) 新規にオンラインリアルタイム接続で

本システムに接続する利用者を対象に、

本システムの本番環境(正センタ、バッ

クアップセンタ)へ接続が行えることを

確認していただきます。 
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本番運用(利用開始準備) 

①正センタ接続確認 

(専用回線、INS64 回線) 

②Web ユーザ ID 登録 

③ﾌｧﾝﾄﾞ SSI 登録 

8 月 1日(月) ～ 8 月 12 日(金) 本システムの本番環境(正センタ、バッ

クアップセンタ)との接続確認、Web 関係

のユーザ ID の登録、国内取引で必要と

なる SSI 情報の登録を行うなど、本番利

用開始の準備をしていただきます。（DVP

参加者は、基金の事前積立といった本番

利用開始の準備を行います） 

本番利用開始 8 月 15 日（月）～ 本システムを利用して照合実務、一般振

替 DVP 業務を行っていただきます。※８

 

※１ 利用申請に必要な書類は、必ず本期間内にご提出下さい。また本システムで使用する回線（専用

線やＩＮＳ－Ｃ）につきましては、利用申請者にて本期間に間に合うようお手配下さい。 

※２ 試験環境への接続は INS64 回線のみとなります。 

※３ 接続・送受信確認試験については、6月 21 日（火）、22 日（水）を予備日としております。 

※４ 決済照合システム業務確認試験１については、２日間を１セットとして、6月 28 日（火）、6月 29

日（水）を予備日としております。 

※５  DVP 業務確認試験については、2 日間を 1 セットとして、7 月 5（火）、6 日（水）を予備日として

おります。 

※６  業務確認試験２については、7月 24 日（日）を予備日としております。 

※７ 本番接続確認試験は、統合 Web 端末のみご利用される、もしくは既存計算会社を経由して接続を

行う利用者は参加不要です。 

※８ 現行本番業務において、自社が利用するサービス・商品の対象となる業務データについては、全

て本システム向けに作成し送信（又は本システムから受信）していただきます。万一これが不可

能な場合は、既に本番利用している他の利用者様への影響を考慮して、本番利用をご遠慮いただ

きますので、予めご了承下さい。 
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 １．３  利用申請の対象者 

 

 利用申請ができるのは、下記の方々です。いわゆる計算会社(有価証券等の決済条件の照

合等に関する規則第 6条第 1項第 9号に規定)、業務代行者(有価証券等の決済条件の照合等

に関する規則第6条第1項第3号に規定)については、申請書類の提出は必要ありませんが、

決済代理人（有価証券等の決済条件の照合等に関する規則第 6条第 1項第 4号に規定する利

用者をいう）は利用申請が必要となります。 

 

・ 株券等の保管及び振替に関する法律（昭和５９年法律第３０号）第 6条第 1項各号に

掲げる者 

・ 投資信託委託業者（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）

第２条第１８項に規定する投資信託委託業者をいう。） 

・ 投資顧問業者（有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律（昭和６１年法律第

７４号）第２条第３項に規定する投資顧問業者をいう。） 

・ その他有価証券等に関する取引状況が上記の者の取引状況に準ずる者 

 

 １．４  テストに使用する回線の手配について 

 

決済照合システムにおいて使用する回線(専用線又は ISDN 回線)の手配（回線番号の

取得）については、利用申請書をご提出いただく前に必ず各社様にて行って下さい。尚、

試験環境への接続は、INS64 回線のみとなります。 

本番にて新規に専用線を利用する場合、御社からＮＴＴ東日本等への回線申請に先立

ち、工事日程の調整を行う必要がありますことから、弊社までご一報下さい。 

なお、利用申請書をご提出いただく際に、回線の手配（回線番号の取得）が間に合わ

なかった場合については、申請書類における回線情報を記入する箇所には「回線申請中

（ＮＴＴに対しては○月○日に申請済み）」とＮＴＴへの申請日も含めてご記入下さい。

当回線を手配されましたら直ちに該当申請書類の該当ページの再提出（差替え）をお願

い致します。なお、再提出（差替え）は 5月 13 日(金曜)までにお願い致します。 

 

 １．５  利用申請書の提出方法 

 

利用申請書類のうち、利用申請書（様式 1-1-1）は、代表者の押印が必要ですので、

書面でのご提出をお願いします。なお、情報登録票（様式 2-1-1）、統合Ｗｅｂ関係の

届出書（様式 W-①、W-②、W-③、W-⑦）及び利用手数料請求先(様式 1-8-1)に関する

届出書、ファンド・ＳＳＩ登録連絡者申請書(様式 1-9-1)は、可能な限り Word ファイ

ルをフロッピーディスク(FD)に収録したものをご提出下さい。Word ファイルの文書名

は、金融機関識別コードの後ろに各登録票の様式番号を付けて下さい。例えば(株)証券

保管振替機構(金融機関識別コード: JJSDJPJ1)が提出する情報登録票(様式 2-1-1)であ

れば、「JJSDJPJ12-1-1.doc」となります。なお、金融機関識別コードが決まっていない

場合の文書名は、会社名の後ろに様式番号を付けて下さい。例えば「証券保管振替機構

2-1-1.doc」となります。 
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 利用申請書及び FD はご郵送頂くか又はご持参下さい。ご郵送される場合は、4 月

15(金)必着とさせていただきます。なお、Word ファイルを電子メールに添付して送付

することはセキュリティ保護の観点からおやめ下さい。 

 

【本件に係るお問合せ及び書類の提出先】 

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 7階 

(株)証券保管振替機構 システム第一部 決済照合システム担当 

電話 ：０３－３６６１－７０６１ 

ＦＡＸ：０３－３６６１－７１５３ 

電子メール：stp-sys@jasdec.com 

 

 

 １．６  その他 

 

・ 弊社が利用申請を承認した場合は、利用者に対し各種情報通知票をお返しします。 

・ 利用者については、弊社のホームページで適宜公開させていただきます。 

 

 利用者には、本試験に先立ち、5月中旬開催予定の試験実施要領説明会にて、試験実

施要領、運用マニュアル、Web 端末操作マニュアル等を配布いたします。 
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２．利用申請に必要な書類 

 

ご提出いただく書類は以下の通りです。 

表 2.１各利用接続方式における提出様式 

 

利用者接続方式 

 
ｵﾝﾗｲﾝﾘｱﾙﾀｲﾑ処理方式接続

及び 

ファイル伝送処理方式接続

統合 Web 端末接続 

 様式 1-1-1  決済照合システム 利用申請書 ○ 

 様式 2-1-1 ※8  決済照合システム 情報登録票 

 様式 2-1-2 ※8  決済照合システム 情報登録票（計算会社用）

○ － 

 様式 1-8-1 
 決済照合システム 利用手数料 

 請求先に関する届出書 
△※1 

 様式 1-9-1 
 決済照合システム  

ファンド・ＳＳＩ登録連絡者申請書 
△※2 

 様式 1-10-1  決済照合システム商品別参加ステータス ○ 

 様式 3-1-1 
リリースフラグ及び一時停止／解除に関する

届出書 
△※3 

 様式 3-1-2 決済代行会社への業務委託に関する届出書 △※4 

 様式 3-1-3 決済代行利用届出書【代行決済会社用】 △※5 

 様式 W-①  統合 Web システム利用管理者届出書 － △※6 

 様式 W-⑦  統合 Web 決済照合業務管理者届出書 － ○※6 

 様式 W-② 統合 Web 端末情報登録書(INS-C 回線用) － △※6、7 

 様式 W-③ 統合 Web 端末情報登録書(専用回線用) － △※6、7 

―  代表者の印鑑証明書 △※1 

  保振サイト利用申請書 ※9 
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注）表中の○印は提出必須、△印は必要な場合のみ提出になります。 

注）※1 印の決済照合システム 利用手数料請求先に関する届出書(様式 1-8-1)及び代表者の印鑑証明書につい

ては、現在株券等の保管振替制度の参加者、短期社債振替制度の参加者の方はご提出されなくて結構です。 

（決済照合システムの利用手数料の請求先は、保振システムの手数料の請求先と同じとさせていただきます） 

注）※2 印の決済照合システム ファンド・ＳＳＩ登録連絡者申請書は、国内取引をご利用になられる場合のみ

ご提出いただきます。 

注）※3 印については、一般振替 DVP をご利用され、連動 SSI の設定につき、初期値(リリースオン、一時停止

なし)以外の設定をご希望される場合には、リリースフラグに関する届出書をご提出いただきます。 

注）※4印については、決済照合業務を代行決済会社へ委託する場合には、業務委託に関する届出書をご提出い

ただきます。 

注）※5印については、決済照合業務を被代行決済会社から受託する場合には、代行決済利用届出書（代行決済

会社用）をご提出いただきます。 

注）※6印については、別紙「統合 Web システム 利用申請に関する注意事項」を参照して下さい。 

注) ※7 印については、弊社バックアップセンタの接続には、INS64-C のみの接続となります。正センタで専用

線を利用する場合には、バックアップセンタ用に INS64-C 回線の手配が必須となります。 

注) ※8 印については、自社で接続対応する場合と計算会社を利用する場合で、取り扱いが異なっております。 

   ①自社接続の場合     ・・・利用者から「様式 2-1-1 決済照合システム情報登録票」を他の書類

と一緒に提出していただきます。 

   ②計算会社接続を利用の場合・・・利用者からは、計算会社を利用する旨を記入した「様式 2-1-1 決済

照合システム情報登録票」を提出していただきます。 

                   一方、計算会社からは、利用者のデータを取り扱う旨を記入した「様

式 2-1-2 決済照合システム情報登録票（計算会社用）」を提出してい

ただきます。 

 

（注）「様式 2-1-2 決済照合システム情報登録票（計算会社用）」につきま

しては、既存の決済照合システムの利用者の計算会社につきまして

は、既に提出していただいている「情報登録票（計算会社用）」の差

し替えとなります。 

今回、初めての計算会社につきましては、「情報登録票（計算会社用）」

を新規に提出していただきます。 

注) ※9 印については、「試験実施要領等説明会」にて用紙を配布いたします。（試験開始までに提出していた

だきますが、申請時に提出は不要です。） 
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３．利用申請における一般的な注意事項について 

 

 ３．１ 接続方式について 

 決済照合システムを利用するに当たって、接続方式を選択していただきます。接続方式は、

以下の 3 つ(オンラインリアル接続／ファイル伝送接続／統合 Web 接続)が選択できます。各

接続方式の詳細については、別資料「接続仕様書」をご参照下さい。オンラインリアルタイ

ム処理方式接続とファイル伝送処理方式接続は、下記の単位で伝送方式が選択可能となって

おります。 

 

① 国内取引（現物・株式／ＣＢ） 

② 国内取引（現物・国債） 

③ 国内取引（先物・オプション） 

④ 国内取引（投信（基準価額データ、設定・解約口数データ）） 

⑤ 非居住者取引（株式／ＣＢ） 

⑥ 非居住者取引（国債） 

  

 ファイル伝送方式は、プロパー取引を行わない機関投資家、または先物・オプション、投

信においてのみ利用が可能です。 

 

表 3.1 接続方式の種類 

接続方式 接続の形態 概要 

ｵﾝﾗｲﾝﾘｱﾙﾀｲﾑ処理方式接続 

決済照合システムと利用者間の接続が常に確保されている

状態で、データの送受信がリアルタイムで行われる方式で

す。決済照合システム側において、利用者へのデータが作成

された時点で、即座に利用者側システムへ送信されます。利

用者側からも任意のタイミングで決済照合システムにデー

タ送信できます。 

ﾌｧｲﾙ伝送処理方式接続 

CPU 直結型 

決済照合シス

テムと利用者

のシステムが

回線を介して

直接接続し、処

理を行うもの。

決済照合システムと利用者間の接続が断続的に行われ、一定

間隔でデータを送受信する方式です。決済照合システムにお

いて、利用者へのデータを一定間隔でファイルとして作成

し、利用者側からの要求があった時点で、出来ているファイ

ルを利用者側システムに送信します。利用者側からもファイ

ルを作成し、任意のタイミングで決済照合システムに送信し

ます。 
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統合 Web 端末接続 

端末接続型 

統合Webシステ

ムと回線を介

して接続され

た端末によっ

て処理を行う

もの。 

利用者(Web)端末には利用方法が 2 種類（ファイルインタフ

ェース及び画面インタフェース）があります。 

（画面インタフェース） 

Web ブラウザに表示される画面インタフェースに業務データ

を手入力によって登録等を行って、決済照合システムと送受

信する方式です。データを決済照合システム側に送信する場

合、一件ずつ手入力し送信することが必要となります。 

（ファイルインタフェース） 

決済照合システムと送受信するデータを、当システム外にて

CSV ファイルとして作成し、それを Web ブラウザ上の操作に

よって決済照合システムと送受信する方式です。複数件数の

データをまとめて送受信できます。 
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３．２ 利用業務フロー及び利用サービスについて 

 

 決済照合システムの利用申請に当たって、国内取引及び非居住者取引のどちらか、もしく

は両方をご選択していただきますが、それぞれにおいて利用業務フロー及び利用サービスも

ご選択いただきます。 

 

３．２．１  国内取引 

 

 決済照合システムの国内取引の利用を申請する場合、利用する業務フローを選択していた

だきます。国内取引をご利用される方は、全て決済照合機能をご利用いただけますが、約定

照合機能については申請が必要となっております。また、約定照合をご利用になる場合は、

業務フローにおける立場（機関投資家、証券会社、信託銀行）を考慮して、利用サービスを

選択していただきます。 

 

表 3.2-1 利用サービスの種類 

利用サービスの種類 説明 

売買報告サービス 
証券会社の立場として、売買報告データ送信、約定照合結果通知デー

タ受信、売買報告承認結果通知データ受信が行うことができます。 

売買報告承認サービス 
信託銀行の立場として、売買報告データ受信、運用指図データ受信、

売買報告承認データ送信を行うことができます。 

運用指図サービス 

機関投資家の立場として、運用指図データ送信及び約定照合結果通知

データ受信（運用指図配信サービス未利用時※）、又は運用指図デー

タ受信及び運用指図データ送信（運用指図配信サービス利用時※）を

行うことができます。 

注1) 利用サービスは、一社において複数利用することも可能です。 

注2) ※印の運用指図配信サービスの利用/未利用については、実際の使用時において各ファンド毎に設定

されますので事前の申請は不要です。 
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決済照合システムの約定照合における業務フローは、運用指図データの取扱い及びプロパー

取引を勘案して、以下の５通りとなります。 

 

(1)「三者間センタ・マッチング」型  

① 運用指図配信サービス未利用時 

「三者間センタ・マッチング」型で運用指図配信サービスを利用しない場合は、機関投資

家，証券会社が、自社システムで作成した運用指図データと売買報告データを本システム

へそれぞれ送信することを前提としています。 

この業務フローの特徴は、本システムにおいて運用指図データと売買報告データの照合

（データ項目内容の照合）を行う点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三者間センタ・マッチング」型 運用指図配信サービス未利用時 

 

② 運用指図配信サービス利用時 

「三者間センタ・マッチング」型で運用指図配信サービスを利用する場合の特徴は、本シ

ステムにおいて、証券会社から受信した売買報告データを基に運用指図データを作成し、

機関投資家へ送信する点です。これにより、機関投資家の運用指図データ作成負担の軽減

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三者間センタ・マッチング」型 運用指図配信サービス利用時 

 

信託銀行 

①売買報告データ 

本システム

②約定照合結果通知データ

④売買報告承認結果通知データ

 売買報告／ 
 運用指図データ
 の受信 

①運用指図データ 

証券会社 機関投資家

 売買報告／ 
 運用指図データ
 の照合 

②約定照合結果通知データ

※ 不一致の場合は、証券会社が
訂正後の売買報告データ①を
再送or機関投資家が訂正後の
運用指図データ①を再送す
る。 

 売買報告／ 
 運用指図データ
 送信 

  ③売買報告データ／ 
      運用指図データ 

 
 売買報告承認 
 

④売買報告承認データ 

※ 非承認の場合は、証券会社が
訂正後の売買報告データ①を
再送or機関投資家が訂正後の
運用指図データ①を再送す
る。 

信託銀行 

①売買報告データ 

本システム

③約定照合結果通知データ

⑤売買報告承認結果通知データ

 運用指図データ
 作成／送信 

①運用指図データ 

証券会社 機関投資家

 売買報告／ 
 運用指図データ
 の照合 

②運用指図データ 

※ 照合結果が不一致の場合は、
証券会社が訂正後の売買報告
データ①を再送or機関投資家
が訂正後の運用指図データ②
を再送する。 

 売買報告／ 
 運用指図データ
 送信 

  ④売買報告データ／ 
      運用指図データ 

 
 売買報告承認 
 

⑤売買報告承認データ 

※ 承認結果が非承認の場合は、
証券会社が訂正後の売買報告
データ①を再送or機関投資家
が訂正後の運用指図データ②
を再送する。 

③約定照合結果通知データ
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(2)「運用指図サポート対象外」型 

「運用指図サポート対象外」型は、機関投資家が本システムを利用しない場合を想定した

ものです。利用しない場合とは、機関投資家が作成した運用指図データ（あるいは運用指

図）が、信託銀行との間でＦＡＸ，電子メール，他システムなど、本システムを経由せず

にやりとりされる場合のことです。 

この業務フローの特徴は、証券会社が自社システムで作成した売買報告データだけを本シ

ステムを経由して信託銀行へ送信する点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「運用指図サポート対象外」型 

 

 

(3)「プロパー取引」型 

「プロパー取引」型は、生命保険会社，信託銀行などが、「機関投資家」として１社で約

定照合（売買報告データの内容確認，承認）を行うことを想定したものです。 

この業務フローの特徴は、証券会社が送信した売買報告データを「機関投資家」へ送信し、

当該「機関投資家」から売買報告承認データを受信することです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プロパー取引」型 

 

注) プロパー取引型において、機関投資家の立場をとりたい場合は、売報承認サービスを利用する必要が

あります。 

信託銀行 ①売買報告データ 

本システム

②売買報告承認結果通知データ

 売買報告データ
 送信 

運用指図データ送信 
（本システム外） 

証券会社 

①売買報告データ 

 
 売買報告承認 
 

②売買報告承認データ 

※ 非承認の場合は、証券会社が
訂正後の売買報告データ①を
再送する。 

機関投資家

①売買報告データ 

本システム

②売買報告承認結果通知データ

 売買報告データ
 送信 

証券会社 

①売買報告データ 

 
 売買報告承認 
 

②売買報告承認データ 

※ 非承認の場合は、証券会社が
訂正後の売買報告データ①を
再送する。 

機関投資家
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(4)「スルー」型 

「スルー」型は、本システムで運用指図データと売買報告データの照合を行なわないこと

を想定したものです。 

機関投資家が運用指図データを送信した場合と証券会社が売買報告データを送信した場

合とは、それぞれ独立した処理となります。 

 

① 売買報告データ受信時 

特徴は、証券会社が送信した売買報告データを照合せずに本システムを経由して信託銀行

に送信する点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スルー」型 売買報告データ受信時 

 

② 運用指図データ受信時 

特徴は、機関投資家が送信した運用指図データを照合せずに本システムを経由して信託銀

行へ送信する点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スルー」型 運用指図データ受信時 

 

信託銀行 ①売買報告データ 

本システム

②売買報告承認結果通知データ

 売買報告データ
 送信 

証券会社 

①売買報告データ 

 
 売買報告承認 
 

②売買報告承認データ 

※ 非承認の場合は、証券会社が
訂正後の売買報告データ①を
再送する。 

機関投資家 

信託銀行 

本システム

 運用指図データ
 送信 

証券会社 

①運用指図データ 

機関投資家 

①運用指図データ 
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(5)「二者間センタ・マッチング」型 

「二者間センタ・マッチング」型は、業者間等における相対取引の結果を双方が確認し合

うことを想定したものです。 
この業務フローの特徴は、売り手／買い手双方が送信した売買報告データの照合を行い、

本システムから約定照合結果通知データを即時に送信する点です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「二者間センタ・マッチング」型 

 
 

①売買報告データ 

本システム

②約定照合結果通知データ

 売買報告データ
 送信 

買い手 

①売買報告データ 

 売買報告データ
 の照合 ②約定照合結果通知データ

※ 照合結果が不一致の場合は、
売り手または買い手が訂正後
の売買報告データ①を再送す
る。 

売り手 
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また決済照合システムの国内取引の利用を申請する場合、繰越処理による繰越通知データ

（約定繰越通知データ及び決済繰越通知データ）を受信するか否かを選択していただきます。 

 

繰越処理とは、利用者から本システムに送信された、約定照合又は決済照合が未完了のま

まとなっているデータが翌営業日以降も引き続き処理の対象となる場合、そのデータに関す

る通知データを翌営業日の朝に本システムから利用者に送信する処理です。 

 

通知データは、約定照合、決済照合各々に２種類ずつあります。なお、受信するか否かの

選択の対象は、約定繰越通知データ及び決済繰越通知データになります。 

通知データの種類とその選択可否は表 3.2-2 のとおりです。 

 

表 3.2-2 通知データの種類 

通知データ 概要 選択 

約定繰越通知データ 
約定照合が未完了の売買報告データ、運用指図データの

内容を通知する。 
可 

約定削除通知データ 

一定の繰越期間を経過しても約定照合が未完了のまま

であるため、本システムで削除した売買報告データ、運

用指図データの内容を通知する。 

不可 

決済繰越通知データ 決済照合が未完了の決済指図データの内容を通知する。 可 

決済削除通知データ 

一定の繰越期間を経過しても決済照合が未完了のまま

であるため、本システムで削除した決済指図データの内

容を通知する。 

不可 

注）繰越処理の詳細については、接続仕様書（業務編（国内取引））「3.10 繰越処理」をご参照下さい。 
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決済照合システムの国内取引の利用を申請する場合、送信完了報告データを受信し得る立場

の利用者（信託銀行等）は、送信完了報告データを受信するか否かを選択していただきます。 

 

送信完了報告データとは、送信者が当営業日におけるデータの送信が完了した旨を、各デ

ータの受信者へ連絡するデータです。なお、受信するか否かの選択の対象は全送信完了報告

データになります。 

 

送信完了報告データの種類とその選択可否は表 3.2-3 のとおりです。 

 

表 3.2-3 送信完了報告データの種類 

送信完了報告データ 概要 選択 

売買報告送信完了報告データ 
当営業日の先物・オプション取引における売買報告デ

ータの送信が完了した旨を信託銀行等へ連絡する。 
可 

運用指図送信完了報告データ 
当営業日の先物・オプション取引における運用指図デ

ータの送信が完了した旨を信託銀行等へ連絡する。 
可 

受渡代金送信完了報告データ 
当営業日の先物・オプション取引における受渡代金デ

ータの送信が完了した旨を信託銀行等へ連絡する。 
可 

基準価額送信完了報告データ 

当営業日の基準価額データの送信が完了した旨を信

託銀行等へ連絡する。データは「オープン（混在）」

と「ユニット」の２種類ある。 

可 

設定・解約口数送信完了報告データ 
当営業日の設定・解約口数データの送信が完了した旨

を信託銀行等へ連絡する。 
可 

注）送信完了報告データの詳細については、接続仕様書（業務編（国内取引））「3.15 送信完了報告機能につ

いて」をご参照下さい。 
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３．２．２  非居住者取引 

決済照合システムの非居住者取引の利用を申請する場合、繰越処理による決済繰越通知デ

ータを受信するか否かを選択していただきます。 

 

通知データには決済繰越通知データ及び決済削除通知データの２種類がございますが、受

信するか否かの選択の対象は、決済繰越通知データについてのみとなります。 

通知データの種類とその選択可否は表 3.2-4 のとおりです。 

 

表 3.2-4 通知データの種類 

通知データ 概要 選択 

決済繰越通知データ 決済照合が未完了の決済指図データの内容を通知する。 可 

決済削除通知データ 

一定の繰越期間を経過しても決済照合が未完了のまま

であるため、本システムで削除した決済指図データの内

容を通知する。 

不可 

カットオフタイム警告データ送

信時の決済照合結果通知データ 

決済日のカットオフタイム以降で、一方の決済代理人か

ら決済指図修正データ，決済指図データ（取消）を受け

付けたままになっている、「照合一致（受付実行不可）」

の決済指図データの内容を通知する。 

可 

注）繰越処理の詳細については、接続仕様書（業務編（非居住者取引））「3.8 繰越処理」をご参照下さい。 
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３．３  利用回線について 

 決済照合システムでは、国内取引・非居住者取引の各々について利用する回線構成を個

別に選択可能となっております。（回線構成を選択可能な接続方式は、オンラインリアル

タイム処理方式及びファイル伝送処理方式になります。） 

 

 オンラインリアルタイム処理方式、あるいは、ファイル伝送方式のご利用をお考えの場

合につきましては、「決済照合システム接続仕様書(基盤編)付録 2」により、接続方式、回

線構成、回線種別、利用者側ネットワーク形態、ネットワーク構成について参照していた

だきます。 

 

(注)オンラインリアルタイム処理方式、ファイル伝送処理方式をご検討の利用様には「決

済照合システム接続仕様書(基盤編)」を、事前に提供させて戴きます。ご一報下さい。 

 

３．４  金融機関識別コードについて 

 決済照合システムにおいて、利用者を一意に識別する金融機関識別コードとして、利用

者にてお持ちの BIC コード、統一金融機関コード、証券会社等標準コード、独自コードの

いずれかを選択してご登録いただきますが、BIC コードをお持ちの方は原則 BIC コードを

今回の申請においてご登録下さい。 

 

○ 金融機関識別コード: 次の分類から選択 

① BIC コード        ・・・ ８桁 

       (支店コード３桁を除く) 

② 統一金融機関コード      ・・・ ５桁 

③ 証券会社等標準コード      ・・・ ５桁 

④ 上記以外(本システムで付番した独自コード) ・・・ ５桁 

 

なお、具体的な金融機関識別コードについては、決済照合システム接続仕様書(業務編)

「4.1 金融機関識別コード」をご参照下さい。 
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４．その他 

 

４．１ 一般振替 DVP 振替制度の利用について 

 

 決済照合システムを利用することで、国内取引と非居住者取引ともに、決済照合結果を

元に、振替指図を自動生成し、口座振替システムに送信すること(連動処理)により、STP

を実現することが可能です。 

 

 この場合、決済照合システムで必要となる届出書類は次のとおりです。 

 

(1) 国内取引 
様式 3-1-1 リリースフラグ及び一時停止に関する届出書 

(注)初期値(リリースオン、一時停止なし)を変更しない場合は、届出は不要です。 

 

(2) 非居住者取引 
届出は不要です 

 

(参考)別途、口座振替システム関係で必要となる届出書類は、次のとおりです 

    ①口座振替関係の「オンラインメッセージ及び帳表出力サーバ変更届出書」 

    ②口座振替関係の「参加者資金記録簿等の代表通知出力先届出書」 

    ③統合 Web 関係の「保管振替システム<参加者>業務管理者届出書」 

 

 

４．１．１ 口座振替システムへの連動処理の種類 

 

国内取引、非居住者取引ともに、決済指図データの中の『連動・決済手段区分』の指

定内容により、次の３パターンに分類されます。 

 

①「連動・ＤＶＰ」  ・・・ＤＶＰ振替(証券と資金の処理) 

②「連動・非ＤＶＰ」 ・・・一般振替(証券のみの処理) 

③「非連動」     ・・・非連動(口座振替システムには連動しない) 

 

なお、国内取引については、約定照合段階から決済照合段階に入る過程で利用する『SSI

情報』の中に決済当事者間で使用する「連動・決済手段区分」を登録しておくことで、自

動的に処理されます。 
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４．１．２ 国内取引の処理フロー 

 

(1) ＤＶＰ振替 

①「約定照合から利用」型 

「約定照合から利用」型は、約定照合済みとなった売買報告データに対して、ＳＳＩ機能

を利用して決済指図データを作成する事を主とする利用形態です。また、ＳＳＩ機能を利

用せず、決済指図データを送信することも可能です。 

決済照合を行った後は、連動・決済手段区分が「連動・ＤＶＰ」の場合、照合一致となっ

た決済指図データからＤＶＰ振替請求を生成し、口座振替システムに送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「約定照合から利用」型 

 

※ 決済指図データの「リリース･フラグ」及び「一時停止･解除」項目に設定する情報

をあらかじめ本システムのＳＳＩ関連データベースに登録することにより、ＳＳＩ

機能を利用して決済指図データを生成する際、当該決済指図データに自動設定する

ことが可能です。なお、ＳＳＩ関連データベースへの当該情報の登録は、利用者が

機構へ事前申請することにより、センタ側で行います。 

 

日銀ネット

② 決済照合結果通知データ

① （決済指図データ）

決済指図

データ照合

① （決済指図データ）

② 決済照合結果通知データ

機関投資家
信託銀行

証券会社

※照合結果が不一致の場合は、

　 証券会社または機関投資家
　 または信託銀行が、訂正後の

   決済指図データ①を再送する。

振替請求
生成

口座振替システム

口座振替

③ ＤＶＰ振替請求

証券の振替が完了した旨の通知 証券の振替が完了した旨の通知

資金の振替が完了した旨の通知 資金の振替が完了した旨の通知

資金の振替請求資金の振替が完了した旨の通知

約定照合

本システム

ＳＳＩ機能

　　　　事前申請

・リリース･フラグ
・一時停止

ＳＳＩ関連
データベース

　　　　事前申請

・リリース･フラグ
・一時停止
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②「決済照合から利用」型 

「決済照合から利用」型は、約定照合までは他システムを利用し、決済照合だけを利用す

る利用形態です。 

決済照合を行った後は、連動・決済手段区分が「連動・ＤＶＰ」の場合、照合一致となっ

た決済指図データからＤＶＰ振替請求を生成し、口座振替システムに送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「決済照合から利用」型 

 

 

② 決済照合結果通知データ

① 決済指図データ

② 決済照合結果通知データ

決済指図

データ照合

① 決済指図データ

機関投資家
証券会社
信託銀行

本システム 機関投資家
証券会社
信託銀行

※照合結果が不一致の場合は、

　 証券会社または機関投資家
　 または信託銀行が、訂正後の

　 決済指図データ①を再送する。

振替請求
生成

③ ＤＶＰ振替請求

口座振替システム

口座振替

日銀ネット

証券の振替が完了した旨の通知 証券の振替が完了した旨の通知

資金の振替が完了した旨の通知 資金の振替が完了した旨の通知

資金の振替請求資金の振替が完了した旨の通知
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(2) 一般振替（連動） 

①「約定照合から利用」型 

「約定照合から利用」型は、約定照合済みとなった売買報告データに対して、ＳＳＩ機能

を利用して決済指図データを作成する事を主とする利用形態です。また、ＳＳＩ機能を利

用せず、決済指図データを送信することも可能です。 

決済照合を行った後は、連動・決済手段区分が「連動・非ＤＶＰ」の場合、照合一致とな

った決済指図データから一般振替請求（連動）を生成し、口座振替システムに送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「約定照合から利用」型 

 

※ 決済指図データの「リリース･フラグ」及び「一時停止･解除」項目に設定する情報

をあらかじめ本システムのＳＳＩ関連データベースに登録することにより、ＳＳＩ

機能を利用して決済指図データを生成する際、当該決済指図データに自動設定する

ことが可能です。なお、ＳＳＩ関連データベースへの当該情報の登録は、利用者が

機構へ事前申請することにより、センタ側で行います。 

 

② 決済照合結果通知データ

①  （決済指図データ）

決済指図

データ照合

① （決済指図データ）

②  決済照合結果通知データ

機関投資家
信託銀行

証券会社

※照合結果が不一致の場合は、

　 証券会社または機関投資家

　 または信託銀行が、訂正後の

   決済指図データ①を再送する。

振替請求

生成

口座振替シス テム

口座振替

証券の振替が完了した旨の通知

③ 一般振替請求

証券の振替が完了した旨の通知

約定照合

本シス テム

ＳＳＩ機能

　　　　事前申請

・リリース ･フラグ

・一時停止

ＳＳＩ関連

データベース

　　　　事前申請

・リリース･フラグ

・一時停止
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②「決済照合から利用」型 

「決済照合から利用」型は、約定照合までは他システムを利用し、決済照合だけを利用す

る利用形態です。 

決済照合を行った後は、連動・決済手段区分が「連動・非ＤＶＰ」の場合、照合一致とな

った決済指図データから一般振替請求（連動）を生成し、口座振替システムに送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「決済照合から利用」型 

 

② 決済照合結果通知データ

① 決済指図データ

② 決済照合結果通知データ

決済指図

データ照合

① 決済指図データ

機関投資家
証券会社
信託銀行

本システム 機関投資家
証券会社
信託銀行

※照合結果が不一致の場合は、

　 証券会社または機関投資家

　 または信託銀行が、訂正後の

　 決済指図データ①を再送する。

振替請求

生成

③ 一般振替請求

口座振替システム

口座振替
証券の振替が完了した旨の通知 証券の振替が完了した旨の通知
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(3) 非連動 

①「約定照合から利用」型 

「約定照合から利用」型は、約定照合済みとなった売買報告データに対して、ＳＳＩ機能

を利用して決済指図データを作成する事を主とする利用形態です。また、ＳＳＩ機能を利

用せず、決済指図データを送信することも可能です。 

なお、このパターンの場合、本システムは、口座振替システムへの連動は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「約定照合から利用」型 

 

※ ＳＳＩ情報の連動･決済手段区分を「非連動」として登録した場合（ＳＳＩ機能を利

用しない際は、決済指図データの連動･決済手段区分に「非連動」を設定した場合）

が相当します。 

※ ＳＳＩ情報の連動･決済手段区分を「連動・ＤＶＰ」（または「連動・非ＤＶＰ」）と

した場合（ＳＳＩ機能を利用しない際は、決済指図データの連動･決済手段区分に「連

動・ＤＶＰ」（または「連動・非ＤＶＰ」）を設定した場合）であっても、以下の取

引については、非連動として処理します。 

① 募集・売出し 

② 当日決済取引（Ｔ＋０） 

機関投資家
信託銀行

証券会社

② 決済照合結果通知データ

① （決済指図データ）

決済指図

データ照合

① （決済指図データ）

② 決済照合結果通知データ

※照合結果が不一致の場合は、
　 証券会社または機関投資家
　 または信託銀行が、訂正後の
   決済指図データ①を再送する。

約定照合

本システム

ＳＳＩ機能

　　　　事前申請

・リリース･フラグ
・一時停止

ＳＳＩ関連
データベース

　　　　事前申請
・リリース･フラグ

・一時停止
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②「決済照合から利用」型 

 

「決済照合から利用」型は、約定照合までは他システムを利用し、決済照合だけを利用す

る利用形態です。 

なお、本システムは、口座振替システムへの連動は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「決済照合から利用」型 

 

※ 決済指図データの連動･決済手段区分に「非連動」を設定した場合が相当します。 

 

② 決済照合結果通知データ

① 決済指図データ

② 決済照合結果通知データ

決済指図

データ照合

① 決済指図データ

機関投資家
証券会社
信託銀行

本システム 機関投資家
証券会社
信託銀行

※照合結果が不一致の場合は、

　 証券会社または機関投資家

　 または信託銀行が、訂正後の

　 決済指図データ①を再送する。
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４．１．３ 非居住者取引の処理フロー 

 

(1)ＤＶＰ振替「決済照合（非居住者取引）」型 

ＤＶＰ振替「決済照合（非居住者取引）」型は、決済照合だけを利用する利用形態です。 

決済照合を行った後は、連動・決済手段区分が「連動・ＤＶＰ」の場合、照合一致となっ

た決済指図データからＤＶＰ振替請求を生成し、口座振替システムに送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶＰ振替「決済照合（非居住者取引）」型 

 

日銀ネット 

口座振替システム 

② 決済照合結果通知データ 
① 決済指図データ 
② 決済照合結果通知データ 決済指図

照合 

① 決済指図データ 
本システム 

決済代理人 決済代理人 

※照合結果が不一致の場合
は、決済指図修正データを送
信するか、訂正後の決済指図
データ①を再送する。 

振替請求

生成 

③ ＤＶＰ振替請求 

口座振替 
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(2) 一般振替（連動）「決済照合（非居住者取引）」型 

 

一般振替（連動）「決済照合（非居住者取引）」型は、決済照合だけを利用する利用形態で

す。決済照合を行った後は、連動・決済手段区分が「連動・非ＤＶＰ」の場合、照合一致

となった決済指図データから一般振替請求（連動）を生成し、口座振替システムに送信し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般振替（連動）「決済照合（非居住者取引）」型 

 

口座振替システム 

② 決済照合結果通知データ 
① 決済指図データ 
② 決済照合結果通知データ 決済指図

照合 

① 決済指図データ 
本システム 

決済代理人 決済代理人 

※照合結果が不一致の場合
は、決済指図修正データを送
信するか、訂正後の決済指図
データ①を再送する。 

振替請求

生成 

③ 一般振替請求 

口座振替 
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(3) 非連動「決済照合（非居住者取引）」型 

非連動「決済照合（非居住者取引）」型は、決済照合だけを利用する利用形態です。 

この場合（連動・決済手段区分が「非連動」の場合）、本システムは口座振替システムへ

の連動は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非連動「決済照合（非居住者取引）」型 

 

 

資金決済機関 

決済システム 
振替請求 振替請求 

② 決済照合結果通知データ 
① 決済指図データ 
② 決済照合結果通知データ 決済指図

データ照合

① 決済指図データ 
本システム 

決済代理人 決済代理人 

※照合結果が不一致の場合
は、決済指図修正データを送
信するか、訂正後の決済指図
データ①を再送する。 
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４．２ オンラインリアル接続で、第３ソケット(口座振替)をご利用の場合の注意事項について 

 決済照合システムをご利用される場合に、オンラインリアル接続で、ソケット１(国

内取引)、ソケット 2(非居住者取引)に加えて、ソケット 3(保管振替)を利用開始する場

合の留意点は、次のとおりです。自社で運用される場合の他、計算会社をご利用戴く場

合も、同様です。 

 

４．２．１ 届出書類 

 口座振替システム関係の届出書(別資料として説明)として、「システム間接続届出書

(第 3 ソケット用)」の他に、決済照合システム関係の届出として、『情報登録票』に必

要事項をご記入ください。 

 

(参考)届出の位置づけ 

○ 「システム間接続届出書(第 3 ソケット用)」 

・・・使用の意思表示、金融機関識別コード、送信者パスワード 

 

○ 『様式 2-1-1 情報登録票』あるいは『様式 2-1-2 情報登録票（計算会社用）』 

・・・具体的な接続の設定、回線構成等 

  

 

 計算会社接続利用を希望の場合、参加者からは「システム間接続届出書(第３ソケッ

ト用)」と、計算会社を使用する旨の事項を『様式 2-1-1 情報登録票』に記入後、届出

を提出していただきます。 

 一方、計算会社からは、接続を行う対象者を明示するために、『様式 2-1-2 情報登録

票(計算会社用)』を提出していただきます。 

 

４．２．２ 利用用途 

 第３ソケット(口座振替)は、決済照合システムから連動された振替指図に付された一

時停止の解除、区分管理指定・同解除等の残高の制御の他、当日振替請求の入力も可能

となります。 

 

４．２．３ 接続構成 

 オンラインリアル接続方式で、一本の回線により、第１ソケット(国内取引)、第２ソ

ケット(非居住者取引)に加え、第３ソケット(口座振替)の利用が可能です。また、第３

ソケット(口座振替)を、別回線として利用を開始することも可能です。 

 

 (参考)詳細につきましては、「決済照合システム接続仕様書(基盤編)」をご参照下さい。 

 

 

以上 


